
山形県健康診査実施要領の改正について（素案） 

１ 山形県健康診査実施要領の改正概要 

以下の８項目を改正する。 

№ 項 目 改正内容（案） 

１ ２ 胃がん検診(4)実施体制

ア 胃部エックス線検査 

撮影枚数を「８枚」と修正 

２ ３ 子宮がん検診 

（３）検診間隔 

「なお、検診体制が整備され、実施可能な場合にはついて

は年１回検診を実施することが望ましい」を削除 

３ ４ 肺がん検診 

（４）結果の通知等 

「28 日以内」と修正 

４ ７ 総合健診 

（１）対象者 

「節目検診として実施する」と修正 

５ 二 実施手続きについて 

１（２）医師の届出 

２実施計画の策定について

現状に合わせて見直し 

・医師の届出のかかる規定を削除 

・保健所に実施計画書を提出する規定を削除 

６ 別紙１ 判定基準 e-GFR、non-HDL コレステロールの基準値を追加。 

眼底に改変Ｄavis を追加 

７ 回報書 糖尿病等の回報書を追加 また、健診結果連絡票と回報書

を左右に１枚とし、様式番号等を整理 

８ 主治医あて連絡票 「連絡票の交付に当たっては、受診者本人にその内容が知

れないように留意する」を削除 

２ がん検診にかかる報告 

「山形県健康診査実施要領による報告」と「地域保健・健康増進事業報告」の一本化 

 第７次山形県保健医療計画地域編で「山形県健康診査実施要領」による集計結

果を数値目標としていることや市町村からの意見を踏まえ、地域保健・健康増進

事業報告への１本化については今回見送る。 

第８次山形県保健医療計画がスタートする平成36年度(平成35年度実績報告)

からすることとし、それに合わせて回報書など必要な様式も見直す。 

[見直しのスケジュール（案）] 

平成 33 年度まで 関係者と相談の上県側の修正案を検討 

平成 34 年度 ○県医師会の各種がん検診委員会や山形県生活習慣病健診等

管理指導協議会での検討 

○結果を市町村や検診機関等に通知

平成 35 年度 検診機関や市町村等で必要なシステム改修 

（県では第８次保健医療計画策定年） 

平成 36 年度 地域保健・健康増進事業報告への一本化スタート 
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昭
和

６
２
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５
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制
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正
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０
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７
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５
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０
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０
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２
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平
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３
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４
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４
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５
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６
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７
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４
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８
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９
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正
 

平
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０

年
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２
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２
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２
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７
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部
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２
４
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１

１
月

 
８
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一
部
改

正
 

平
成

２
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３
月

１
２
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部
改

正
 

平
成
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５
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４
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部
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２
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９
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部
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８

年
 

４
月
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部
改

正
 

平
成

２
９
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４
月
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部
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正
 

高
齢

者
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医
療

の
確

保
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関
す
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法

律
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昭
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７

年
法

律
第
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０

号
）

等
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健
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診

査
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定
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並
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康
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進
法

に
基

づ
く

が
ん

検
診

（
以

下
「

が
ん

検
診
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と

い
う
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の
実

施
に

当
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山
 
形
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健
 
康
 
診
 
査
 
実
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要
 
領
 

昭
和

6
2
年

８
月

５
日

制
定

 
 

平
成
元
年

1
2
月
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日
一
部
改

正
 

平
成
３
年

 
１
月

10
日
一
部
改

正
 

平
成
４
年

 
６
月

25
日
一
部
改

正
 

平
成
６
年

1
0
月

17
日
一
部
改

正
 

平
成
７
年

1
2
月

15
日
一
部
改

正
 

平
成
９
年

 
４
月

 １
日
一
部
改

正
 

平
成

1
0
年
１
月

2
1
日
一
部

改
正
 

平
成

1
0
年

 ４
月

１
日

一
部

改
正

 

平
成

1
2
年

 ４
月

１
日

一
部

改
正

 

平
成

1
3
年

 ４
月

１
日

一
部

改
正

 

平
成

1
4
年

 ４
月

１
日

一
部

改
正

 

平
成

1
4
年

 ７
月

１
日

一
部

改
正

 

平
成

1
5
年

 ４
月

１
日

一
部

改
正

 

平
成

1
6
年

 ４
月

１
日

一
部

改
正

 

平
成

1
7
年

 ４
月

１
日

一
部

改
正

 

平
成

1
8
年

 ４
月

１
日

一
部

改
正

 

平
成

1
9
年

 ５
月

2
5
日

一
部

改
正

 

平
成

2
0
年

 ５
月

2
2
日

一
部

改
正

 

平
成

2
1
年

12
月
 
７

日
一

部
改

正
 

平
成

2
4
年

11
月
 
８

日
一

部
改

正
 

平
成

2
5
年

 ３
月

1
2
日

一
部

改
正

 

平
成

2
5
年

 ４
月
 
１

日
一

部
改

正
 

平
成

2
6
年

12
月
 
９

日
一

部
改

正
 

平
成

2
8
年

 ４
月
 
１

日
一

部
改

正
 

平
成

2
9
年

 ４
月
 
１

日
一

部
改

正
 

平
成

3
0
年

 
 
月

 
 日

一
部

改
正

 

高
齢
者
の

医
療

の
確
保

に
関

す
る
法

律
（

昭
和

5
7
年

法
律
第

8
0
号
）
等

に
基

づ
く
特

定
健

康
診
査

（
以
下
「
特
定

健
診

」
と

い
う

。
）

並
び

に
健

康
増

進
法

に
基

づ
く

が
ん

検
診

（
以

下
「

が
ん

検
診

」
と

い
う

。
）

の
実

施
に

当
た

っ
て
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0 

現
 

 
行

見
 
直

 
し

 
後

（
案

）

て
は

、
「

特
定

健
康

診
査

及
び

特
定

保
健

指
導

の
実

施
に

関
す

る
基

準
」
（

平
成

１
９

年
１

２
月

２
８

日
厚

生
労

働
省

令

第
１

５
７

号
。

以
下

「
実

施
基

準
」

と
い

う
。
）
、
「

健
康

増
進

事
業

実
施

要
領

」
（

平
成

２
０

年
３

月
３

１
日

健
発

第
０

３
３

１
０

２
６

号
厚

生
労

働
省

健
康

局
長

通
知

。
「

以
下

「
厚

生
労

働
省

実
施

要
領

」
と

い
う

。
)
並

び
に

「
が

ん
予

防

重
点

健
康

教
育

及
び
が

ん
検

診
実
施

の
た

め
の

指
針

」（
平

成
２

０
年

３
月

３
１

日
健

発
第

０
３

３
１

０
５
８

号
厚
生
労

働
省

健
康

局
長

通
知
。

以
下

「
が
ん

検
診

等
実

施
指

針
」

と
い

う
。）

に
よ

る
ほ

か
、

こ
の

要
領

に
よ

る
も
の
と
す
る
。

一
 
種

類
別
実

施
内
容

等
に

つ
い
て
 

１
 
特

定
健
診
 

 
特
定

健
診

は
、
実

施
基

準
や
標

準
的

な
健
診

･
保
健

指
導
プ

ロ
グ

ラ
ム
等

、
国

が
定
め

る
と

こ
ろ
に

よ
り

実
 

施
す

る
も

の
と

す
る
。

な
お

、
検
査

項
目

の
判

定
基

準
は

別
紙

１
の

と
お

り
と

す
る

。
 

２
 
胃

が
ん
検

診
 

（
１
）

対
象

者
 

当
該

市
町
村

の
区

域
内
に

居
住

地
を

有
す

る
５

０
歳

以
上

の
者

を
対

象
と

す
る

。
 

た
だ
し
、
胃
部

エ
ッ
ク

ス
線

検
査

に
つ

い
て

は
、
当

分
の

間
、
４

０
歳

以
上

の
者

を
対

象
と

し
て
も
差
し
支

え
な
い
。
 

（
２
）

検
診

内
容
 

 
 
ア

 
問

診
 

問
診
項
目

は
別

表
５
を

参
考

に
す

る
。

 

イ
 

胃
部
エ
ッ

ク
ス

線
検
査

又
は

胃
内

視
鏡

検
査

の
い

ず
れ

か
と

す
る

。
 

市
町
村
は

、
胃

部
エ
ッ

ク
ス

線
検

査
及

び
胃

内
視

鏡
検

査
を

併
せ

て
提

供
し

て
も

差
し

支
え
な

い
が
、
こ

の
場
合

、
受
診

者
は

、
胃
部

エ
ッ

ク
ス

線
検

査
又

は
胃

内
視

鏡
検

査
の

い
ず

れ
か

を
選

択
す

る
こ
と
と
す
る
。

（
３

）
検

診
間

隔
 

原
則

と
し

て
同

一
人

に
つ

い
て

２
年

に
１

回
と

す
る

。
た

だ
し

、
当

分
の

間
、

胃
部

エ
ッ

ク
ス

線
検

査
に

つ

い
て

は
、

年
１

回
実
施

し
て

も
差

し
支

え
な

い
。

 

（
４

）
実

施
体

制
 

ア
 

胃
部

エ
ッ

ク
ス
線

検
査
 

撮
影

体
位

及
び

方
法

は
、

日
本

消
化

器
が

ん
検

診
学

会
の

方
式

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
撮

影
枚

数
は

最

低
７
枚
と

す
る

。
 

イ
 

胃
内

視
鏡

検
査
を

行
う

場
合

の
実

施
体

制
に

つ
い

て
は

、
日

本
消

化
器

が
ん

検
診

学
会

の
胃
内
視

鏡
検

は
、「

特
定
健
康

診
査
及

び
特

定
保
健

指
導

の
実
施

に
関

す
る
基

準
」（

平
成

1
9
年

12
月

2
8
日

厚
生

労
働

省
令

第
1
5
7

号
。
以
下

「
実

施
基
準

」
と

い
う

。）
、「

健
康
増
進

事
業

実
施
要

領
」（

平
成

2
0
年
３

月
3
1
日

健
発

第
03

3
10

26
号

厚

生
労

働
省

健
康

局
長

通
知

。
(
以

下
「

厚
生

労
働

省
実

施
要

領
」

と
い

う
。

)
並

び
に

「
が

ん
予

防
重

点
健

康
教

育
及

び

が
ん
検
診

実
施

の
た
め

の
指

針
」（

平
成

2
0
年

３
月

31
日

健
発

第
0
3
3
1
05
8
号

厚
生

労
働

省
健

康
局

長
通

知
。
以

下
「

が

ん
検
診
等

実
施

指
針
」

と
い

う
。
）
に
よ
る

ほ
か
、

こ
の

要
領
に

よ
る

も
の
と

す
る

。
 

一
 
種
類

別
実

施
内
容

等
に

つ
い
て
 

１
 
特
定

健
診
 

 
特
定

健
診

は
、
実

施
基

準
や
標

準
的

な
健
診

･
保
健

指
導
プ

ロ
グ

ラ
ム
等

、
国

が
定
め

る
と

こ
ろ
に

よ
り

実
 

施
す
る
も

の
と

す
る
。

な
お

、
検
査

項
目

の
判
定

基
準

は
別
紙

１
の

と
お
り

と
す

る
。
 

ま
た

、「
山
形
県

糖
尿
病

及
び

慢
性
腎

臓
病

重
症
化

予
防

プ
ロ
グ

ラ
ム

」（
平

成
29

年
1
2
月

20
日

健
長

第
11
9
7

号
健

康
福

祉
部

長
通

知
）

に
よ

る
糖

尿
病

及
び

慢
性

腎
臓

病
に

関
す

る
受

診
勧

奨
値

該
当

者
に

つ
い

て
、

保
険

者

は
連
絡
票

及
び

精
密
検

査
回

報
書
（
別
記

様
式
第

１
号

を
参
考

と
す

る
。
以
下
「
回
報

書
」
と

い
う

。）
を
交

付
し
、

精
密
検
査

を
実

施
し
た

医
療

機
関
は

、
そ

の
結
果

を
回

報
書
に

記
入

し
保
険

者
に

通
知
す

る
。
 

２
 
胃
が

ん
検

診
 

（
１
）

対
象

者
 

当
該

市
町
村

の
区

域
内
に

居
住

地
を
有

す
る

5
0
歳
以
上
の

者
を
対

象
と

す
る
。
 

た
だ
し
、

胃
部

エ
ッ
ク

ス
線

検
査
に

つ
い

て
は
、

当
分

の
間
、

4
0
歳

以
上
の

者
を

対
象
と

し
て

も
差
し

支
え

な
い
。
 

（
２
）

検
診

内
容
 

 
 
ア

 
問

診
 

問
診
項
目

は
別

表
１
を

参
考

に
す
る

。
 

イ
 
胃

部
エ
ッ

ク
ス

線
検
査

又
は

胃
内
視

鏡
検

査
の
い

ず
れ

か
と
す

る
。
 

市
町
村
は
、
胃

部
エ
ッ

ク
ス

線
検
査

及
び

胃
内
視

鏡
検

査
を
併

せ
て

提
供
し

て
も

差
し
支

え
な

い
が
、
こ

の
場
合

、
受
診

者
は

、
胃
部

エ
ッ
ク

ス
線

検
査
又

は
胃

内
視
鏡

検
査

の
い
ず

れ
か

を
選
択

す
る

こ
と
と
す
る
。

（
３
）
検

診
間

隔
 

原
則

と
し

て
同

一
人

に
つ

い
て

２
年

に
１

回
と

す
る

。
た

だ
し

、
当

分
の

間
、

胃
部

エ
ッ

ク
ス

線
検

査
に

つ

い
て
は
、

年
１

回
実
施

し
て

も
差
し

支
え

な
い
。
 

（
４
）
実

施
体

制
 

ア
 
胃
部

エ
ッ

ク
ス
線

検
査
 

 
撮

影
体

位
及

び
方

法
は

、
日

本
消

化
器

が
ん

検
診

学
会

の
方

式
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

撮
影

枚
数

は
最

低

８
枚
と
す

る
。
 

イ
 
胃
内

視
鏡

検
査
を

行
う

場
合
の

実
施

体
制
に

つ
い

て
は
、

日
本

消
化
器

が
ん

検
診
学

会
の

胃
内
視

鏡
検

診

3
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3 
/ 1

0 

現
 

 
行

見
 
直

 
し

 
後

（
案

）

診
マ
ニ
ュ

ア
ル

を
参
考

に
行

う
こ

と
。

 

 （
５

）
 

指
導
区
分
 

ア
 

異
常
な
し
 

イ
 

要
精
検
：

悪
性

の
可
能

性
の

あ
る

食
道

、
胃

、
十

二
指

腸
疾

患
 

（
な
お
活

動
性

の
胃
潰

瘍
は

良
性

と
し

て
必

要
か

つ
十

分
な

根
拠

が
な

け
れ

ば
要

精
検

と
す
る

）
 

ウ
 

精
検

不
要

：
十

二
指

腸
潰

瘍
お

よ
び

潰
瘍

瘢
痕

、
十

二
指

腸
ポ

リ
ー

プ
、

食
道

裂
孔

ヘ
ル

ニ
ア

、
胆

石
、

腎
結
石

、
食
道
・
胃
・
十
二

指
腸
・
大

腸
憩

室
、
腹

部
石

灰
化

陰
影

、
外

部
か

ら
の

圧
迫

、
十

二
指
腸

変
形

、

ほ
ぼ
良
性

と
判

断
で
き

る
胃

潰
瘍

瘢
痕

、
胃

ポ
リ

ー
プ

や
巨

大
レ

リ
ー

フ
 

（
６
）

 
結
果

の
通
知

等
 

ア
 

集
団

検
診

方
式
の

場
合
 

検
診
実
施

機
関

の
長
は

、
検

診
実

施
後

２
０

日
以

内
に

胃
が

ん
検

診
結

果
報

告
書
（

受
診
者
連

名
簿
）（

別

記
様

式
第

２
号

を
参

考
に

す
る

。
以

下
、
「

連
名

簿
」

と
い

う
。
）

に
よ

り
結

果
を

市
町

村
長

に
通

知
し

、
あ

わ
せ
て
要

精
検

者
に
対

す
る

主
治

医
あ

て
の

検
診

結
果

連
絡

票
（

別
記

様
式

第
３

号
を

参
考

と
す
る
。
以
下

、

「
連
絡
票

」
と

い
う

。）
を
送

付
す

る
。

市
町

村
長

は
、

そ
の

結
果

を
速

や
か

に
受

診
者

に
通
知

す
る
。
 

イ
 

医
療
機
関

個
別

方
式
の

場
合
 

検
診

実
施

機
関

の
長

は
、

検
診

実
施

後
２

週
間

以
内

に
結

果
を

直
接

受
診

者
に

通
知

す
る

。
ま

た
、

市
町

村
長
に
対

し
、

当
該
月

実
施

分
の

結
果

を
連

名
簿

等
に

よ
り

翌
月

１
５

日
ま

で
に

通
知

す
る

。
 

（
７
）

 
精
密

検
査
結

果
の

把
握
 

ア
 

市
町

村
長

は
、

要
精

検
者

に
対

し
連

絡
票

及
び

精
密

検
査

回
報

書
（

別
記

様
式

第
４

号
を

参
考

に
す

る
。

以
下
、
「
回
報
書

」
と
い

う
。）

を
交

付
す

る
。

 

 
イ

 
精

密
検
査

を
実

施
し
た

医
療

機
関

は
、

そ
の

結
果

を
回

報
書

に
記

入
し

市
町

村
長

に
通

知
す
る

。
 

 （
８

）
胃
が

ん
予
防

に
関

す
る
健

康
教

育
の

実
施

 

 
市

町
村

長
は

、
胃

が
ん

検
診

の
実

施
に

あ
わ

せ
て

、
胃

が
ん

の
１

次
予

防
に

関
す

る
健

康
教

育
を

行
う

も
の

と
す
る
。
 

３
 
子

宮
が

ん
検
診
 

（
１

）
 対

象
者
 

当
該
市
町

村
の

区
域
内

に
居

住
地

を
有

す
る

２
０

歳
以

上
の

女
性

を
対

象
と

す
る

。
 

（
２
）

検
診

内
容
 

 
 
ア

 
問

診
 

 
問

診
項
目

は
別

表
６
を

参
考

と
す

る
。

 

イ
 

視
診
及
び

双
合

診
 

ウ
 

子
宮
頸
部

細
胞

診
 

エ
 

子
宮
体
部

細
胞

診
（
子

宮
内

膜
細

胞
診

）
 

マ
ニ
ュ
ア

ル
を

参
考
に

行
う

こ
と
。
 

 （
５
）
 
指

導
区
分
 

ア
 
異

常
な
し
 

イ
 
要

精
検
：

悪
性

の
可
能

性
の

あ
る
食

道
、

胃
、
十

二
指

腸
疾
患
 

（
な
お
活

動
性

の
胃
潰

瘍
は

良
性
と

し
て

必
要
か

つ
十

分
な
根

拠
が

な
け
れ

ば
要

精
検
と

す
る

）
 

ウ
 

精
検

不
要

：
十

二
指

腸
潰

瘍
お

よ
び

潰
瘍

瘢
痕

、
十

二
指

腸
ポ

リ
ー

プ
、

食
道

裂
孔

ヘ
ル

ニ
ア

、
胆

石
、

腎
結
石

、
食
道
・
胃
・
十
二

指
腸
・
大
腸

憩
室
、
腹
部

石
灰
化

陰
影
、
外

部
か
ら

の
圧
迫
、
十

二
指
腸

変
形

、

ほ
ぼ
良
性

と
判

断
で
き

る
胃

潰
瘍
瘢

痕
、

胃
ポ
リ

ー
プ

や
巨
大

レ
リ

ー
フ
 

（
６
）

 
結
果

の
通
知

等
 

ア
 
集
団

検
診

方
式
の

場
合
 

検
診
実
施

機
関

の
長
は

、
検

診
実
施

後
2
0
日
以

内
に
胃

が
ん
検

診
結

果
報
告

書
（

受
診
者

連
名

簿
）（

別

記
様
式
第

２
号

を
参
考

に
す

る
。
以
下
「

連
名

簿
」
と

い
う

。）
に
よ

り
結
果

を
市

町
村
長

に
通

知
し
、
あ
わ

せ
て

要
精

検
者

に
対

す
る

主
治

医
あ

て
の

検
診

結
果

連
絡

票
（

別
記

様
式

第
３

号
を

参
考

と
す

る
。

以
下

、

「
連
絡
票

」
と

い
う

。）
を
送

付
す
る

。
市

町
村
長

は
、

そ
の
結

果
を

速
や
か

に
受

診
者
に

通
知

す
る
。
 

イ
 
医

療
機
関

個
別

方
式
の

場
合
 

検
診

実
施

機
関

の
長

は
、

検
診

実
施

後
２

週
間

以
内

に
結

果
を

直
接

受
診

者
に

通
知

す
る

。
ま

た
、

市
町

村
長

に
対

し
、

当
該

月
実

施
分

の
結

果
を

連
名

簿
等

に
よ

り
翌

月
1
5
日

ま
で

に
通

知
す

る
。

 

（
７
）

 
精
密

検
査
結

果
の

把
握
 

ア
 

市
町

村
長

は
、

要
精

検
者

に
対

し
連

絡
票

及
び

精
密

検
査

回
報

書
（

別
記

様
式

第
３

号
を

参
考

に
す

る
。

以
下
「
回

報
書

」
と
い

う
。）

を
交
付

す
る

。
 

 
イ

 
精

密
検
査

を
実

施
し
た

医
療

機
関
は

、
そ

の
結
果

を
回

報
書
に

記
入

し
市
町

村
長

に
通
知

す
る

。
 

 
（

８
）

胃
が

ん
予

防
に

関
す

る
健

康
教

育
の

実
施

 

 
市

町
村

長
は

、
胃

が
ん

検
診

の
実

施
に

あ
わ

せ
て

、
胃

が
ん

の
１

次
予

防
に

関
す

る
健

康
教

育
を

行
う

も
の

と
す
る
。
 

３
 
子

宮
が

ん
検
診
 

（
１
）
対

象
者
 

当
該

市
町

村
の

区
域

内
に

居
住

地
を

有
す

る
2
0
歳

以
上

の
女

性
を

対
象

と
す

る
。

 

（
２
）

検
診

内
容
 

 
 
ア

 
問

診
 

 
問

診
項
目

は
別

表
２
を

参
考

と
す
る

。
 

イ
 
視

診
及
び

双
合

診
 

ウ
 
子

宮
頸
部

細
胞

診
 

エ
 
子

宮
体
部

細
胞

診
（
子

宮
内

膜
細
胞

診
）
 

4
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4 
/ 1

0 

現
 

 
行

見
 
直

 
し

 
後

（
案

）

問
診
の
結

果
、

最
近
６

か
月

以
内

に
、

 

①
不
正
性

器
出

血
（
一

過
性

の
少

量
の

出
血

、
閉

経
後

の
出

血
等

）

②
月
経
異

常
（

過
多
月

経
、

不
規

則
月

経
等

）

③
褐
色
帯

下

の
い
ず
れ

か
の

症
状
を

有
し

て
い

た
こ

と
が

判
明

し
た

者
に

対
し

て
は

、
第

一
選

択
と

し
て

、
十

分
な
安
全
管

理
の
も
と

で
多

様
な
検

査
を

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
る

医
療

機
関

の
受

診
を

推
奨

す
る

。
た

だ
し
、
子
宮
体
部

の
細
胞
診
（
子

宮
内
膜

細
胞

診
）
を

実
施

す
る

こ
と

に
つ

い
て

本
人

が
同

意
す

る
場

合
に

は
、
子
宮
頸
部
が
ん

検
診
に
併

せ
て

引
き
続

き
子

宮
体

部
の

細
胞

診
を

行
う

。
 

（
３

）
検
診

間
隔
 

原
則

と
し

て
同

一
人

に
つ

き
２

年
に

１
回

検
診

を
実

施
す

る
。

な
お

、
検

診
体

制
が

整
備

さ
れ

、
実

施
可

能
な
場
合

に
つ

い
て
は
年

1
回

検
診

を
実

施
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
 

（
４
）

判
定

及
び
指

導
区

分
 

 
検

診
結
果

の
判

定
及
び

指
導

区
分

は
別

表
７

及
び

別
表

８
に

よ
り

行
う

。
 

（
５
）

結
果

の
通
知

等
 

ア
 

集
団
検
診

方
式

の
場
合
 

検
診

実
施

機
関

の
長

は
、

検
診

実
施

後
２

０
日

以
内

に
子

宮
が

ん
検

診
票

（
別

記
様

式
第

５
号

を
参

考
に

す
る

。
以

下
、
「

検
診

票
」

と
い

う
。
）

等
に

よ
り

、
結

果
を

市
町

村
長

に
通

知
し

、
あ

わ
せ

て
要

精
検

者
に

対
す
る
主

治
医

あ
て
の

検
診

結
果

連
絡

票
（

別
記

様
式

第
６

号
を

参
考

に
す

る
。
以

下
、「

連
絡

票
」
と

い
う

。）

を
送
付
す

る
。

市
町
村

長
は

、
そ

の
結

果
を

速
や

か
に

受
診

者
に

通
知

す
る

。
 

イ
 

医
療
機
関

個
別

方
式
の

場
合
 

検
診

実
施

機
関

の
長

は
、

検
診

実
施

後
２

週
間

以
内

に
、

結
果

を
直

接
受

診
者

に
通

知
す

る
。

ま
た

、
市

町
村
長
に

対
し

、
当
該

月
実

施
分

の
結

果
を

検
診

票
等

に
よ

り
翌

月
１

５
日

ま
で

に
通

知
す
る

。
 

（
６
）

精
密

検
査
結

果
の

把
握
 

ア
 

市
町

村
長

は
、

要
精

検
者

に
対

し
連

絡
票

及
び

精
密

検
査

回
報

書
（

別
記

様
式

第
７

号
を

参
考

に
す

る
。

以
下
、
「
回
報
書

」
と
い

う
。）

を
交

付
す

る
。

 

 
イ

 
精

密
検
査

を
実

施
し
た

医
療

機
関

は
、

そ
の

結
果

を
回

報
書

に
記

入
し

市
町

村
長

に
通

知
す
る

。
 

（
７

）
子

宮
が

ん
予
防

に
関

す
る
健

康
教

育
・

保
健

指
導

の
実

施
 

 
市

町
村

長
は

、
子

宮
が

ん
検

診
の

実
施

に
あ

わ
せ

て
、

必
要

に
応

じ
、

教
育

関
係

者
や

母
子

保
健

担
当

者
と

も
連

携
を

図
り

な
が
ら

、
子

宮
が

ん
の

１
次

予
防

に
関

す
る

健
康

教
育

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

な
お
、
エ
ス
ト

ロ
ゲ
ン

単
独

投
与
を

受
け

た
こ

と
が

あ
る

者
等

、
子

宮
が

ん
の

ハ
イ

リ
ス

ク
者

と
考
え

ら
れ
る

者
に

対
し

て
は
、
子
宮
体
が

ん
に
罹

患
す

る
可

能
性

が
高

い
こ

と
を

説
明

し
た

上
で

、
今

後
不

正
出
血

等
の
臨
床

症
状

を
認

め
た

場
合
に

は
す

み
や
か

に
専

門
の

医
療

機
関

を
受

診
す

る
よ

う
指

導
す

る
も

の
と

す
る
。
 

４
 
肺

が
ん

検
診
 

問
診
の

結
果

、
最
近

６
か

月
以
内

に
、
 

①
不
正
性

器
出

血
（
一

過
性

の
少
量

の
出

血
、
閉

経
後

の
出
血

等
）

②
月
経
異

常
（

過
多
月

経
、

不
規
則

月
経

等
）

③
褐
色
帯

下

の
い
ず
れ

か
の

症
状
を

有
し

て
い
た

こ
と

が
判
明

し
た

者
に
対

し
て

は
、
第
一
選

択
と
し

て
、
十

分
な
安
全
管

理
の
も
と

で
多

様
な
検

査
を

実
施
す

る
こ

と
が
で

き
る

医
療
機

関
の

受
診
を

推
奨

す
る
。
た
だ

し
、
子
宮
体
部

の
細
胞
診
（
子

宮
内
膜

細
胞

診
）
を

実
施

す
る
こ

と
に

つ
い
て

本
人

が
同
意

す
る

場
合
に

は
、
子
宮
頸
部
が
ん

検
診
に
併

せ
て

引
き
続

き
子

宮
体
部

の
細

胞
診
を

行
う

。
 

（
３
）
検
診

間
隔
 

原
則
と

し
て

同
一
人

に
つ

き
２
年

に
１

回
検
診

を
実

施
す
る

。
 

（
４
）

判
定

及
び
指

導
区

分
 

 
検

診
結
果

の
判

定
及
び

指
導

区
分
は

別
表

３
及
び

別
表

４
に
よ

り
行

う
。
 

（
５
）

結
果

の
通
知

等
 

ア
 
集

団
検
診

方
式

の
場
合
 

検
診

実
施

機
関

の
長

は
、
検

診
実

施
後

2
0
日

以
内

に
子

宮
が

ん
検

診
票
（

別
記

様
式

第
４

号
を

参
考

に
す

る
。
以

下
「

検
診

票
」
と

い
う

。
）
等

に
よ

り
、
結
果
を

市
町
村

長
に

通
知
し

、
あ

わ
せ
て

要
精

検
者
に

対
す

る
主
治
医

あ
て

の
検
診

結
果

連
絡
票
（
別

記
様
式

第
５

号
を
参

考
に

す
る

。
以
下
「
連

絡
票
」
と
い

う
。）

を

送
付
す
る

。
市

町
村
長

は
、

そ
の
結

果
を

速
や
か

に
受

診
者
に

通
知

す
る
。
 

イ
 
医

療
機
関

個
別

方
式
の

場
合
 

検
診

実
施

機
関

の
長

は
、

検
診

実
施

後
２

週
間

以
内

に
、

結
果

を
直

接
受

診
者

に
通

知
す

る
。

ま
た

、
市

町
村
長
に

対
し

、
当
該

月
実

施
分
の

結
果

を
検
診

票
等

に
よ
り

翌
月

1
5
日
ま
で
に

通
知
す

る
。
 

（
６
）

精
密

検
査
結

果
の

把
握
 

ア
 

市
町

村
長

は
、

要
精

検
者

に
対

し
連

絡
票

及
び

精
密

検
査

回
報

書
（

別
記

様
式

第
５

号
を

参
考

に
す

る
。

以
下
「
回

報
書

」
と
い

う
。）

を
交
付

す
る

。
 

 
イ

 
精

密
検
査

を
実

施
し
た

医
療

機
関
は

、
そ

の
結
果

を
回

報
書
に

記
入

し
市
町

村
長

に
通
知

す
る

。
 

（
７
）
子

宮
が

ん
予
防

に
関

す
る
健

康
教

育
・
保

健
指

導
の
実

施
 

 
市

町
村

長
は

、
子

宮
が

ん
検

診
の

実
施

に
あ

わ
せ

て
、

必
要

に
応

じ
、

教
育

関
係

者
や

母
子

保
健

担
当

者
と

も
連
携
を

図
り

な
が
ら

、
子

宮
が
ん

の
１

次
予
防

に
関

す
る
健

康
教

育
を
行

う
も

の
と
す

る
。
 

な
お

、
エ

ス
ト

ロ
ゲ

ン
単

独
投

与
を

受
け

た
こ

と
が

あ
る

者
等

、
子

宮
が

ん
の

ハ
イ

リ
ス

ク
者

と
考

え
ら

れ

る
者

に
対

し
て

は
、

子
宮

体
が

ん
に

罹
患

す
る

可
能

性
が

高
い

こ
と

を
説

明
し

た
上

で
、

今
後

不
正

出
血

等
の

臨
床
症
状

を
認

め
た
場

合
に

は
す
み

や
か

に
専
門

の
医

療
機
関

を
受

診
す
る

よ
う

指
導
す

る
も

の
と
す

る
。
 

４
 
肺

が
ん

検
診
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0 

現
 

 
行

見
 
直

 
し

 
後

（
案

）

（
１

）
 対

象
者
 

当
該
市
町

村
の

区
域
内

に
居

住
地

を
有

す
る

４
０

歳
以

上
の

者
を

対
象

と
す

る
。

 

（
２
）

検
診

内
容
 

 
 
ア

 
質

問
 

質
問
項
目

は
、

別
表
９

を
参

考
と

す
る

。
 

イ
 

胸
部
エ
ッ

ク
ス

線
写
真

の
読

影
 

胸
部
エ
ッ

ク
ス

線
写
真

を
用

い
、

次
の

方
法

に
よ

り
二

重
読

影
及

び
比

較
読

影
を

行
う

。
 

た
だ
し
、
間
接

写
真
は

１
０

０
ミ
リ

ミ
ラ

ー
カ
メ

ラ
を

用
い
、
定
格

出
力
１

５
０

k
V
以
上
の
撮

影
装
置

を

用
い
て
１

２
０

k
V
以
上
の
管

電
圧
で

撮
影

さ
れ
た

も
の
、
及

び
定
格

出
力
１

２
５

k
V
以
上
の
撮

影
装
置

を
用

い
、
１
１
０

k
V
以
上
管

電
圧

に
よ
り
、
希

土
類
蛍

光
板

を
用
い

て
撮

影
さ
れ

た
も

の
を
用

い
る

こ
と
が

望
ま

し
い
。
 

（
ア
）

二
重
読

影
 

十
分

な
経

験
を

有
す

る
２

名
以

上
の

医
師

が
読

影
す

る
。

読
影

結
果

の
判

定
は

別
表

１
０

に
よ

っ
て

行

い
、
判
定

区
分

の
「
ｄ

」
及

び
「

e
」
に
該

当
す
る

も
の

に
つ
い

て
比

較
読
影

を
行

う
。
 

（
イ
）

比
較
読

影
 

過
去
に
撮

影
し

た
胸
部

エ
ッ

ク
ス

線
写

真
と

比
較

し
な

が
ら

読
影

す
る

。
読

影
結

果
の
判

定
は

別
表
 

１
０
に
よ

っ
て

行
う
。

 

ウ
 

喀
痰

細
胞

診
 

（
ア
）
対

象
者
 

質
問
の

結
果

、
原
則

と
し

て
５

０
歳

以
上

で
喫

煙
指

数
（

１
日

の
本

数
×

年
数

）
６

０
０

以
上

の
者
（
過

去
に
お
け

る
喫

煙
者
を

含
む

）。
 

（
イ
）
検

査
方

法
 

喀
痰

は
、

起
床

時
の

早
朝

痰
を

原
則

と
し

、
最

低
３

日
の

連
続

採
痰

又
は

蓄
痰

と
し

、
ホ

モ
ジ

ナ
イ

ズ

法
又

は
直

接
塗

抹
法

で
処

理
し

、
パ

パ
ニ

コ
ロ

ウ
染

色
し

た
標

本
を

顕
微

鏡
下

で
観

察
す

る
。

結
果

の
判

定
は
、
別

表
１

１
に
よ

っ
て

行
う

。
 

（
３
）

指
導

区
分
 

質
問
、
胸
部
エ
ッ

ク
ス
線

写
真

の
読

影
及

び
喀

痰
細

胞
診

の
結

果
を

総
合

的
に

判
断

し
、「

肺
が
ん

疑
い
要
精

検
」
、「

結
核
等

疑
い
要

精
検

」
及
び

「
精

検
不

要
」

に
区

分
す

る
。

 

ア
 

「
肺

が
ん

疑
い

要
精

検
」

及
び

「
結

核
等

疑
い

要
精

検
」

と
さ

れ
た

者
に

つ
い

て
は

、
精

密
検

査
の

可
能

な
医
療
機

関
で

早
期
受

診
す

る
よ

う
指

導
す

る
。

 

イ
 

要
精

検
以

外
の

者
は

「
精

検
不

要
」

に
区

分
し

、
経

過
観

察
あ

る
い

は
定

期
検

診
の

受
診

勧
奨

を
行

う
と

と
も
に
、

喀
痰

細
胞
診

検
査

を
実

施
し

た
者

に
つ

い
て

は
、

禁
煙

等
日

常
生

活
上

の
指

導
を
行

う
。
 

（
４
）

結
果

の
通
知

等
 

検
診

実
施
機

関
の

長
は
、

検
診

実
施

後
３

０
日

以
内

に
肺

が
ん

検
診

結
果

報
告

書
（

受
診

者
連
名

簿
）
（
別
 

（
１
）
対

象
者
 

当
該

市
町

村
の

区
域

内
に

居
住

地
を

有
す

る
4
0
歳

以
上

の
者

を
対

象
と

す
る

。
 

（
２
）

検
診

内
容
 

 
 
ア

 
質

問
 

 
質

問
項
目

は
、

別
表
５

を
参

考
と
す

る
。
 

イ
 
胸

部
エ
ッ

ク
ス

線
写
真

の
読

影
 

胸
部
エ
ッ

ク
ス

線
写
真

を
用

い
、
次

の
方

法
に
よ

り
二

重
読
影

及
び

比
較
読

影
を

行
う
。
 

 
た

だ
し
、

間
接

写
真
は

1
0
0
ミ
リ
ミ

ラ
ー

カ
メ
ラ

を
用

い
、
定

格
出
力

1
5
0
k
V
以

上
の
撮

影
装

置
を
用
い

て
12
0
k
V
以
上

の
管

電
圧

で
撮

影
さ

れ
た

も
の

、
及

び
定

格
出

力
1
2
5
k
V
以

上
の

撮
影

装
置

を
用

い
、
1
1
0
k
V

以
上
管
電

圧
に

よ
り
、

希
土

類
蛍
光

板
を

用
い
て

撮
影

さ
れ
た

も
の

を
用
い

る
こ

と
が
望

ま
し

い
。
 

（
ア
）

二
重
読

影
 

十
分
な
経

験
を

有
す
る

２
名

以
上
の

医
師

が
読
影

す
る
。
読
影
結
果

の
判
定

は
別

表
６
に

よ
っ

て
行
い
、

判
定
区
分

の
「

ｄ
」
及

び
「

e
」

に
該
当
す

る
も
の

に
つ

い
て
比

較
読

影
を
行

う
。
 

（
イ
）

比
較
読

影
 

過
去
に
撮

影
し

た
胸
部

エ
ッ

ク
ス
線

写
真

と
比
較

し
な

が
ら
読

影
す

る
。
読

影
結

果
の
判

定
は

別
表
 

６
に
よ
っ

て
行

う
。
 

ウ
 
喀
痰

細
胞

診
 

（
ア
）
対

象
者
 

質
問
の

結
果
、

原
則

と
し
て

5
0
以
上

で
喫
煙

指
数
（

１
日

の
本
数

×
年

数
）

6
0
0
以

上
の
者

（
過
去
に

お
け
る
喫

煙
者

を
含
む

）。
 

（
イ
）
検

査
方

法
 

喀
痰

は
、

起
床

時
の

早
朝

痰
を

原
則

と
し

、
最

低
３

日
の

連
続

採
痰

又
は

蓄
痰

と
し

、
ホ

モ
ジ

ナ
イ

ズ

法
又

は
直

接
塗

抹
法

で
処

理
し

、
パ

パ
ニ

コ
ロ

ウ
染

色
し

た
標

本
を

顕
微

鏡
下

で
観

察
す

る
。

結
果

の
判

定
は
、
別

表
７

に
よ
っ

て
行

う
。
 

（
３
）

指
導

区
分
 

質
問
、
胸
部
エ
ッ

ク
ス
線

写
真

の
読
影

及
び

喀
痰
細

胞
診

の
結
果

を
総

合
的
に

判
断

し
、「

肺
が
ん

疑
い
要
精

検
」
、「

結
核
等

疑
い
要

精
検

」
及
び

「
精

検
不
要

」
に

区
分
す

る
。
 

ア
 

「
肺

が
ん

疑
い

要
精

検
」

及
び

「
結

核
等

疑
い

要
精

検
」

と
さ

れ
た

者
に

つ
い

て
は

、
精

密
検

査
の

可
能

な
医
療
機

関
で

早
期
受

診
す

る
よ
う

指
導

す
る
。
 

イ
 

要
精

検
以

外
の

者
は

「
精

検
不

要
」

に
区

分
し

、
経

過
観

察
あ

る
い

は
定

期
検

診
の

受
診

勧
奨

を
行

う
と

と
も
に
、

喀
痰

細
胞
診

検
査

を
実
施

し
た

者
に
つ

い
て

は
、
禁

煙
等

日
常
生

活
上

の
指
導

を
行

う
。
 

（
４
）

結
果

の
通
知

等
 

検
診

実
施
機

関
の

長
は
、

検
診

実
施
後

2
8
日

以
内
に

肺
が

ん
検
診

結
果

報
告
書

（
受

診
者
連

名
簿

）（
別
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0 

現
 

 
行

見
 
直

 
し

 
後

（
案

）

記
様

式
第

８
号

を
参
考

に
す

る
。
）
に

よ
り

市
町

村
長

に
通

知
し

、
あ

わ
せ

て
要

精
検

者
に

対
す

る
主
治
医
あ
て

の
検

診
結

果
連

絡
票

（
別

記
様

式
第

９
号

を
参

考
に

す
る

。
以

下
、
「

連
絡

票
」

と
い

う
。
）

を
送

付
す

る
。

市

町
村

長
は

、
そ

の
結
果

を
速

や
か

に
受

診
者

に
通

知
す

る
。

 

（
５
）

精
密

検
査
結

果
の

把
握
 

 
 
ア

 
市

町
村
長

は
、「

肺
が

ん
疑
い

要
精

検
」
と

さ
れ

た
者

に
対

し
連

絡
票

及
び

精
密

検
査

回
報

書
（
別
記

様
式

第
１
０
号

を
参

考
に
す

る
。

以
下

、「
回

報
書

」
と

い
う

。）
を

交
付

す
る

。
 

イ
 

精
密
検
査

を
実

施
し
た

医
療

機
関

は
、

そ
の

結
果

を
回

報
書

に
記

入
し

市
町

村
長

に
通

知
す
る

。
 

 
 
ウ

 
市

町
村
長

は
、「

結
核

等
疑
い

要
精

検
」
と

さ
れ

た
者

に
つ

い
て

も
、
受

診
状

況
や

精
検

結
果
等

を
把
握

す

る
も
の
と

す
る

。
 

（
６
）

肺
が

ん
予
防

に
関

す
る
健

康
教

育
の

実
施

 

 
市
町

村
長
は

、
肺

が
ん
検

診
の

実
施

に
あ

わ
せ

て
、

肺
が

ん
の

1
次

予
防

に
関

す
る

健
康

教
育
を
行
う
も
の

と
す
る
。
 

５
 
乳

が
ん
検

診
 

（
１

）
 対

象
者
 

当
該
市
町

村
の

区
域
内

に
居

住
地

を
有

す
る

４
０

歳
以

上
の

女
性

を
対

象
と

す
る

。
 

（
２
）

検
診

内
容
 

 
 
ア

 
問

診
 

問
診
項
目

は
、

別
表
１

２
を

参
考

と
す

る
。

 

イ
 

乳
房
エ
ッ

ク
ス

線
検
査

（
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

を
い

う
。

以
下

同
じ

。）
 

４
０

歳
以

上
５

０
歳

未
満

の
対

象
者

に
つ

い
て

は
、

原
則

と
し

て
内

外
斜

位
方

向
及

び
頭

尾
方

向
撮

影

の
２

方
向

撮
影

を
実

施
す

る
。

た
だ

し
、

地
域

の
実

施
体

制
等

に
よ

り
、

実
施

が
困

難
な

場
合

は
、

段
階

的
な
実
施

に
努

め
る
こ

と
と

す
る

。
 

５
０
歳

以
上

の
対
象

者
に

つ
い

て
は

、
内

外
斜

位
方

向
撮

影
を

実
施

す
る

。
 

ウ
 

視
診

及
び

触
診
（

以
下

「
視

触
診

」
と

い
う

。）
 

推
奨
し
な

い
が

、
仮
に

実
施

す
る

場
合

は
、

マ
ン

モ
グ

ラ
フ

ィ
と

併
せ

て
実

施
す

る
こ

と
。
 

（
３
）

検
診

間
隔
 

 
原

則
と
し

て
同

一
人
に

つ
き

２
年

に
１

回
検

診
を

実
施

す
る

。
 

（
４
）

指
導

区
分
 

乳
が

ん
検
診

の
結

果
は
、
問
診

、
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

及
び

視
触

診
の

結
果

に
よ

り
、「

異
常

認
 
め
ず
」
及
び

「
要
精
検

」
に

区
分
す

る
。「

要
精

検
」
と

判
断

す
る

場
合

は
、
マ

ン
モ

グ
ラ

フ
ィ

又
は

視
触

診
の
い
ず

れ
か
が

該
当
す
る

場
合

に
判
定

す
る

。
 

（
５
）

結
果

の
通
知

等
 

検
診

実
施

機
関

の
長

は
、

検
診

実
施

後
２

０
日

以
内

に
乳

が
ん

検
診

票
（

別
記

様
式

第
１

１
号

を
参

考
に

す

記
様
式
第

６
号

を
参
考

に
す

る
。
）
に

よ
り

市
町
村

長
に

通
知
し

、
あ

わ
せ
て

要
精

検
者
に

対
す

る
主
治
医
あ
て

の
検

診
結

果
連

絡
票

（
別

記
様

式
第

７
号

を
参

考
に

す
る

。
以

下
、
「

連
絡

票
」

と
い

う
。
）

を
送

付
す

る
。

市

町
村
長
は

、
そ

の
結
果

を
速

や
か
に

受
診

者
に
通

知
す

る
。
 

（
５
）

精
密

検
査
結

果
の

把
握
 

 
 
ア

 
市

町
村
長

は
、「

肺
が

ん
疑
い

要
精
検

」
と

さ
れ
た

者
に

対
し
連

絡
票

及
び
精

密
検

査
回
報

書
（
別
記

様
式

第
７
号
を

参
考

に
す
る

。
以

下
「
回

報
書

」
と
い

う
。）

を
交
付

す
る

。
 

イ
 
精

密
検
査

を
実

施
し
た

医
療

機
関
は

、
そ

の
結
果

を
回

報
書
に

記
入

し
市
町

村
長

に
通
知

す
る

。
 

 
 
ウ

 
市

町
村
長

は
、「

結
核

等
疑
い

要
精
検

」
と

さ
れ
た

者
に

つ
い
て

も
、
受
診

状
況
や

精
検
結

果
等

を
把
握

す

る
も
の
と

す
る

。
 

（
６
）

肺
が

ん
予
防

に
関

す
る
健

康
教

育
の
実

施
 

 
市
町

村
長
は

、
肺

が
ん
検

診
の

実
施
に

あ
わ

せ
て
、

肺
が

ん
の

1
次
予

防
に
関

す
る

健
康
教

育
を
行
う
も
の

と
す
る
。
 

５
 
乳
が

ん
検

診
 

（
１
）
対

象
者
 

当
該

市
町

村
の

区
域

内
に

居
住

地
を

有
す

る
4
0
歳

以
上

の
女

性
を

対
象

と
す

る
。

 

（
２
）

検
診

内
容
 

 
 
ア

 
問

診
 

問
診
項
目

は
、

別
表
８

を
参

考
と
す

る
。
 

イ
 
乳

房
エ
ッ

ク
ス

線
検
査

（
マ

ン
モ
グ

ラ
フ

ィ
を
い

う
。

以
下
同

じ
。）

 

4
0
歳

以
上

50
歳

未
満

の
対

象
者

に
つ

い
て

は
、
原
則

と
し
て

内
外

斜
位
方

向
及

び
頭
尾

方
向

撮
影
の
２
方

向
撮

影
を

実
施

す
る

。
た

だ
し

、
地

域
の

実
施

体
制

等
に

よ
り

、
実

施
が

困
難

な
場

合
は

、
段

階
的

な
実

施

に
努
め
る

こ
と

と
す
る

。
 

 
5
0
歳

以
上

の
対
象

者
に

つ
い
て

は
、

内
外
斜

位
方

向
撮
影

を
実

施
す
る

。
 

ウ
 
視
診

及
び

触
診
（

以
下

「
視
触

診
」

と
い
う

。）
 

推
奨
し
な

い
が

、
仮
に

実
施

す
る
場

合
は

、
マ
ン

モ
グ

ラ
フ
ィ

と
併

せ
て
実

施
す

る
こ
と

。
 

（
３
）

検
診

間
隔
 

 
原

則
と
し

て
同

一
人
に

つ
き

２
年
に

１
回

検
診
を

実
施

す
る
。
 

（
４
）

指
導

区
分
 

乳
が

ん
検
診

の
結

果
は
、
問
診
、
マ
ン
モ
グ

ラ
フ
ィ

及
び

視
触
診

の
結

果
に
よ

り
、「

異
常
認
め

ず
」
及
び
「

要

精
検
」
に

区
分

す
る

。「
要
精

検
」
と

判
断

す
る
場

合
は

、
マ
ン

モ
グ

ラ
フ
ィ

又
は

視
触
診

の
い

ず
れ
か
が
該
当

す
る
場
合

に
判

定
す
る

。
 

（
５
）

結
果

の
通
知

等
 

検
診

実
施
機

関
の

長
は
、
検
診

実
施
後

2
0
日

以
内
に

乳
が

ん
検
診

票
（
別

記
様
式
第

８
号
を

参
考

に
す
る

。）
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/ 1

0 

現
 

 
行

見
 
直

 
し

 
後

（
案

）

る
。

以
下

、
「

検
診

票
」

と
い

う
。
）

等
に

よ
り

、
結

果
を

市
町

村
長

に
通

知
し

、
あ

わ
せ

て
要

精
検

者
に

対
す

る
主

治
医

あ
て

の
検

診
結

果
連

絡
票

（
別

記
様

式
第

１
２

号
を

参
考

に
す

る
。

以
下

、
「

連
絡

票
」

と
い

う
。
）

を
送
付
す

る
。

市
町
村

長
は

、
そ

の
結

果
を

速
や

か
に

受
診

者
に

通
知

す
る

。
 

（
６
）

精
密

検
査
結

果
の

把
握
 

ア
 

市
町
村
長

は
、
要

精
検
者
に

対
し

連
絡

票
及

び
精

密
検

査
回

報
書
（

別
記

様
式

第
１

３
号

を
参

考
に
す

る
。

以
下
、
「
回
報
書

」
と
い

う
。）

を
交

付
す

る
。

 

 
イ

 
精

密
検
査

を
実

施
し
た

医
療

機
関

は
、

そ
の

結
果

を
回

報
書

に
記

入
し

市
町

村
長

に
通

知
す
る

。
 

（
７
）

乳
が

ん
予
防

に
関

す
る
健

康
教

育
の

実
施

 

 
市

町
村

長
は

、
乳

が
ん

検
診

の
実

施
に

あ
わ

せ
て

、
乳

が
ん

の
１

次
予

防
や

乳
が

ん
の

自
己

検
診

法
に

関
す

る
健
康
教

育
を

行
う
も

の
と

す
る
。

 

６
 
大

腸
が

ん
検
診
 

（
１

）
 対

象
者
 

当
該
市
町

村
の

区
域
内

に
居

住
地

を
有

す
る

４
０

歳
以

上
の

者
を

対
象

と
す

る
。

 

（
２
）

検
診

内
容
 

 
 
ア

 
問

診
 

問
診
項
目

は
、

別
表
１

３
を

参
考

と
す

る
。

 

 
 
イ

 
便

潜
血
検

査
 

 
免

疫
便
潜

血
検

査
２
日

法
と

す
る

。
 

（
３
）

指
導

区
分
 

大
腸

が
ん
検

診
の

結
果
は

、
問

診
結

果
を

参
考

に
免

疫
便

潜
血

検
査

結
果

に
よ

り
「

便
潜

血
陰

性
」
及
び
「
要

精
検
」
に

区
分

す
る
。
 

（
４
）

結
果

の
通
知

等
 

 
検

診
実

施
機

関
の

長
は

、
検

診
実

施
後

２
０

日
以

内
に

大
腸

が
ん

検
診

票
（

別
記

様
式

第
１

４
号

を
参

考
に

す
る

。
以

下
、
「

検
診

票
」

と
い

う
。
）

等
に

よ
り

、
結

果
を

市
町

村
長

に
通

知
し

、
あ

わ
せ

て
要

精
検

者
に

対

す
る
主
治

医
あ

て
の
検

診
結

果
連

絡
票
（

別
記

様
式

第
１

５
号

を
参

考
に

す
る

。
以

下
、「

連
絡

票
」
と

い
う
。）

を
送
付
す

る
。

市
町
村

長
は

、
そ

の
結

果
を

速
や

か
に

受
診

者
に

通
知

す
る

。
 

（
５
）

精
密

検
査
結

果
の

把
握
 

ア
 

市
町
村
長

は
、
要

精
検
者
に

対
し

連
絡

票
及

び
精

密
検

査
回

報
書
（

別
記

様
式

第
１

６
号

を
参

考
に
す

る
。

以
下
、
「
回
報
書

」
と
い

う
。）

を
交

付
す

る
。

 

 
イ

 
精

密
検
査

を
実

施
し
た

医
療

機
関

は
、

そ
の

結
果

を
回

報
書

に
記

入
し

市
町

村
長

に
通

知
す
る

。
 

（
６
）

大
腸

が
ん
予

防
に

関
す
る

健
康

教
育

の
実

施
 

 
市

町
村

長
は

、
大

腸
が

ん
検

診
の

実
施

に
あ

わ
せ

て
、

大
腸

が
ん

の
１

次
予

防
に

関
す

る
健

康
教

育
を

行
う

も
の
と
す

る
。
 

等
に

よ
り

、
結

果
を

市
町

村
長

に
通

知
し

、
あ

わ
せ

て
要

精
検

者
に

対
す

る
主

治
医

あ
て

の
検

診
結

果
連

絡
票

（
別
記
様

式
第

９
号
を

参
考

に
す
る

。
以

下
「

連
絡
票

」
と

い
う

。）
を
送

付
す
る

。
市

町
村
長

は
、
そ
の
結

果

を
速
や
か

に
受

診
者
に

通
知

す
る
。
 

（
６
）

精
密

検
査
結

果
の

把
握
 

ア
 

市
町

村
長

は
、

要
精

検
者

に
対

し
連

絡
票

及
び

精
密

検
査

回
報

書
（

別
記

様
式

第
９

号
を

参
考

に
す

る
。

以
下
「
回

報
書

」
と
い

う
。）

を
交
付

す
る

。
 

 
イ

 
精

密
検
査

を
実

施
し
た

医
療

機
関
は

、
そ

の
結
果

を
回

報
書
に

記
入

し
市
町

村
長

に
通
知

す
る

。
 

（
７
）

乳
が

ん
予
防

に
関

す
る
健

康
教

育
の
実

施
 

 
市

町
村

長
は

、
乳

が
ん

検
診

の
実

施
に

あ
わ

せ
て

、
乳

が
ん

の
１

次
予

防
や

乳
が

ん
の

自
己

検
診

法
に

関
す

る
健
康
教

育
を

行
う
も

の
と

す
る
。
 

６
 
大

腸
が

ん
検
診
 

（
１
）
対

象
者
 

当
該

市
町

村
の

区
域

内
に

居
住

地
を

有
す

る
4
0
歳

以
上

の
者

を
対

象
と

す
る

。
 

（
２
）

検
診

内
容
 

 
 
ア

 
問

診
 

問
診
項
目

は
、

別
表
９

を
参

考
と
す

る
。
 

 
 
イ

 
便

潜
血
検

査
 

 
免

疫
便
潜

血
検

査
２
日

法
と

す
る
。
 

（
３
）

指
導

区
分
 

大
腸

が
ん
検

診
の

結
果
は

、
問

診
結
果

を
参

考
に
免

疫
便

潜
血
検

査
結

果
に
よ

り
「

便
潜
血

陰
性
」
及
び
「
要

精
検
」
に

区
分

す
る
。
 

（
４
）

結
果

の
通
知

等
 

 
検
診

実
施
機

関
の

長
は
、

検
診

実
施
後

2
0
日
以
内

に
大

腸
が
ん

検
診

票
（
別

記
様

式
第

1
0
号
を
参
考
に
す

る
。
以

下
「

検
診

票
」
と

い
う

。
）
等

に
よ

り
、
結
果
を

市
町
村

長
に

通
知
し

、
あ

わ
せ
て

要
精

検
者
に

対
す
る

主
治
医
あ

て
の

検
診
結

果
連

絡
票
（

別
記

様
式

第
11

号
を
参
考
に

す
る
。

以
下

「
連
絡

票
」

と
い
う

。）
を

送

付
す
る
。

市
町

村
長
は

、
そ

の
結
果

を
速

や
か
に

受
診

者
に
通

知
す

る
。
 

（
５
）

精
密

検
査
結

果
の

把
握
 

ア
 
市

町
村
長

は
、

要
精
検

者
に

対
し
連

絡
票

及
び
精

密
検

査
回
報

書
（

別
記
様

式
第

1
1
号
を
参
考
に
す
る
。

以
下
「
回

報
書

」
と
い

う
。）

を
交
付

す
る

。
 

 
イ

 
精

密
検
査

を
実

施
し
た

医
療

機
関
は

、
そ

の
結
果

を
回

報
書
に

記
入

し
市
町

村
長

に
通
知

す
る

。
 

（
６
）

大
腸

が
ん
予

防
に

関
す
る

健
康

教
育
の

実
施
 

 
市

町
村

長
は

、
大

腸
が

ん
検

診
の

実
施

に
あ

わ
せ

て
、

大
腸

が
ん

の
１

次
予

防
に

関
す

る
健

康
教

育
を

行
う

も
の
と
す

る
。
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/ 1

0 

現
 

 
行

見
 
直

 
し

 
後

（
案

）

７
 
総

合
が

ん
検
診
 

（
１

）
 対

象
者
 

当
該
市
町

村
の

区
域
内

に
居

住
地

を
有

す
る

４
０

歳
及

び
５

０
歳

の
者

を
対

象
と

す
る

。
 

（
２

）
 実

施
方
法
 

２
か
ら
６

ま
で

の
全
て

の
が

ん
検

診
を

同
時

に
実

施
す

る
も

の
で

あ
り

、
原

則
と

し
て

同
時
実

施
が
可
能
な

検
診
実
施

機
関

に
お
い

て
実

施
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
３

）
 検

診
内
容
 

２
か

ら
６

ま
で

に
規

定
す

る
検

診
内

容
と

す
る

。
た

だ
し

、
肺

が
ん

検
診

に
お

け
る

胸
部

エ
ッ

ク
ス

線
検

査

に
つ

い
て

は
、

検
診

実
施

機
関

で
直

接
撮

影
に

よ
り

撮
影

さ
れ

た
胸

部
エ

ッ
ク

ス
線

写
真

を
用

い
る

も
の

と
す

る
。
 

（
４

）
 そ

の
他
 

「
指
導
区

分
」、
「

結
果
の

通
知

等
」

及
び
「

精
密

検
査

結
果

の
把

握
」

等
に

つ
い

て
は

２
か

ら
６

に
定
め

る

と
こ
ろ
に

準
じ

て
実
施

す
る

も
の

と
す

る
。

 

二
 
実

施
手
続

き
に
つ

い
て
 

 
特
定

健
診

は
国
が

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
る

も
の

と
し

、
が

ん
検

診
に

つ
い

て
は

次
の

と
お

り
と

す
る
。
 

１
 
が

ん
検

診
の
実

施
機

関
に
つ

い
て

 

市
町

村
長

は
、

が
ん

検
診

を
委

託
す

る
場

合
に

は
、

次
に

掲
げ

る
要

件
を

満
た

す
検

診
実

施
機

関
を

選
定

す
る

も
の

と
す

る
。
 

（
１

）
が

ん
検

診
等

実
施

指
針

及
び

こ
の

要
領

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

が
ん

検
診

の
実

施
体

制
が

整
備

さ
れ

て
い

る
こ
と
。
 

（
２

）
肺

が
ん

検
診

及
び

乳
が

ん
検

診
を

実
施

す
る

場
合

は
、

肺
が

ん
検

診
に

あ
っ

て
は

読
影

医
師

、
乳

が
ん

検
診

に
あ

っ
て

は
担

当
医

師
が

 
山

形
県

生
活

習
慣

病
検

診
等

管
理

指
導

協
議

会
（

以
下

、
「

管
理

指
導

協
議

会
」

と

い
う
。
）
の
肺
が

ん
部
会

及
び

乳
が
ん

部
会

に
届

出
が

な
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

（
３

）
山

形
県

及
び

管
理

指
導

協
議

会
の

求
め

に
応

じ
、

検
診

精
度

を
管

理
す

る
う

え
で

必
要

な
資

料
の

提
出

及
び

調
査
等
に

協
力

で
き
る

こ
と

。
 

２
 
実

施
計
画

の
策
定

に
つ

い
て
 

 
が

ん
検

診
が
計

画
的

か
つ
能

率
的

に
行

わ
れ

る
よ

う
、

次
に

よ
り

実
施

計
画

を
策

定
す

る
も

の
と
す

る
。
 

（
１
）

検
診

車
に
よ

る
検

診
の
場

合
 

ア
 

市
町

村
長

は
、

翌
年

度
の

年
間

検
診

実
施

計
画

（
別

記
様

式
第

１
７

号
）

を
策

定
し

、
１

１
月

末
日

ま
で

保
健
所
長

及
び

検
診
実

施
機

関
に

そ
れ

ぞ
れ

１
部

提
出

す
る

。
 

イ
 

検
診

実
施

機
関

の
長

は
、

前
項

に
よ

り
提

出
の

あ
っ

た
年

間
検

診
実

施
計

画
に

基
づ

き
、

市
町

村
長

と
協

７
 

総
合
が

ん
検
診
 

（
１
）
対

象
者
 

当
該
市
町

村
の

区
域
内

に
居

住
地
を

有
す

る
者
を

対
象

と
し
、

節
目

検
診
と

し
て

実
施
す

る
。
 

（
２
）
実

施
方

法
 

２
か
ら
６

ま
で

の
全
て

の
が

ん
検
診

を
同

時
に
実

施
す

る
も
の

で
あ

り
、
原
則
と

し
て
同

時
実

施
が
可
能
な

検
診
実
施

機
関

に
お
い

て
実

施
す
る

も
の

と
す
る

。
 

（
３
）
検

診
内

容
 

２
か

ら
６

ま
で

に
規

定
す

る
検

診
内

容
と

す
る

。
た

だ
し

、
肺

が
ん

検
診

に
お

け
る

胸
部

エ
ッ

ク
ス

線
検

査

に
つ

い
て

は
、

検
診

実
施

機
関

で
直

接
撮

影
に

よ
り

撮
影

さ
れ

た
胸

部
エ

ッ
ク

ス
線

写
真

を
用

い
る

も
の

と
す

る
。

 

（
４
）
そ

の
他
 

「
指

導
区

分
」
、
「

結
果

の
通

知
等

」
及

び
「

精
密

検
査

結
果

の
把

握
」

等
に

つ
い

て
は

２
か

ら
６

に
定

め
る

と
こ
ろ
に

準
じ

て
実
施

す
る

も
の
と

す
る

。
 

二
 
実
施

手
続

き
に
つ

い
て
 

 
特
定

健
診

は
国
が

定
め

る
と
こ

ろ
に

よ
る
も

の
と

し
、
が

ん
検

診
に
つ

い
て

は
次
の

と
お

り
と
す

る
。
 

１
 
が

ん
検

診
の
実

施
機

関
に
つ

い
て
 

市
町

村
長

は
、

が
ん

検
診

を
委

託
す

る
場

合
に

は
、

次
に

掲
げ

る
要

件
を

満
た

す
検

診
実

施
機

関
を

選
定

す
る

も
の
と
す

る
。
 

（
１

）
が

ん
検

診
等

実
施

指
針

及
び

こ
の

要
領

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

が
ん

検
診

の
実

施
体

制
が

整
備

さ
れ

て
い

る
こ
と
。
 

（
２

）
山

形
県

及
び

管
理

指
導

協
議

会
の

求
め

に
応

じ
、

検
診

精
度

を
管

理
す

る
う

え
で

必
要

な
資

料
の

提
出

及
び

調
査
等
に

協
力

で
き
る

こ
と

。
 

２
 
実
施

計
画

の
策
定

に
つ

い
て
 

が
ん
検

診
が
計

画
的

か
つ
能

率
的

に
行
わ

れ
る

よ
う
、

次
に

よ
り
実

施
計

画
を
策

定
す

る
も
の

と
す

る
。
 

（
１

）
市

町
村

長
は

、
翌

年
度

の
年

間
検

診
実

施
計

画
（

別
記

様
式

第
1
2
号

）
を

策
定

し
、
11

月
末

日
ま

で
検

診
実

施
機
関
に

提
出

す
る
。
 

（
２

）
検

診
実

施
機

関
の

長
は

、
前

項
に

よ
り

提
出

の
あ

っ
た

年
間

検
診

実
施

計
画

に
基

づ
き

、
市

町
村

長
と

協
議

9
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0 

現
 

 
行

見
 
直

 
し

 
後

（
案

）

議
の

う
え

総
合

的
に

検
討

を
加

え
市

町
村

別
検

診
計

画
を

策
定

し
、

翌
年

の
１

月
末

日
ま

で
市

町
村

長
、

保

健
所
長
及

び
山

形
県
医

師
会

長
に

提
出

す
る

。
 

な
お

、
市

町
村

別
検

診
計

画
を

策
定

す
る

に
あ

た
っ

て
、

必
要

に
応

じ
保

健
所

の
指

導
調

整
を

得
る

も
の

と
す
る
。
 

ウ
 

保
健

所
長

は
、

市
町

村
間

の
不

均
衡

が
生

じ
な

い
よ

う
、

関
係

機
関

と
連

携
を

密
に

し
て

指
導

調
整

を
図

る
。
 

（
２
）

施
設

に
よ
る

検
診

の
場
合
 

 
市
町

村
長
は

、
検

診
実
施

機
関

と
協

議
の

う
え

、
検

診
実

施
計

画
を

策
定

し
保

健
所

長
に

提
出
す

る
。
 

三
 
報

告
に
つ

い
て
 

１
 
市

町
村
長

は
、
が

ん
検

診
に
つ

い
て

毎
年

7
月

２
０

日
ま

で
に

が
ん

検
診

実
施

成
績

表
（

別
記

様
式
第
１
８
号
。

以
下
、
「
成
績
表

」
と
い

う
。）

２
部

を
保

健
所

長
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

 

２
 

保
健

所
長

は
、

前
項

の
成

績
表

を
と

り
ま

と
め

の
う

え
毎

年
８

月
１

０
日

ま
で

山
形

県
健

康
福

祉
部

健
康

長
寿

推
進

課
長

（
以

下
、
「
県
健
康

長
寿
推

進
課

長
」

と
い

う
）

に
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

県
健

康
長

寿
推

進
課

長
は

、
医

療
保

険
者

に
対

し
、

特
定

健
康

診
査

実
施

成
績

表
に

つ
い

て
別

途
提

出
を

依
頼

す
る

。
 

様
 式

 等
 目

 次

特
定
健
康
診
査
判
定
基
準
 

別
紙
１
 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
1
0
ﾍ
ﾟ
ｰ
ｼ
 

心
電

図
判
定
基
準
 
（
別
紙
）
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
1
1
 

眼
底
検
査
判
定
基
準
 
 
（
別
紙
）
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
1
3
 

胃
が
ん
検
診
問
診
項
目
 
 
別
表
５
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
1
4
 

胃
が
ん
検
診
結
果
報
告
書
（
受
診
者
連
名
簿
）
 
様
式
第
２
号
 
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
1
5
 

胃
が
ん
検
診
結
果
連
絡
票
 

様
式
第
３
号
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
1
6
 

胃
が
ん
検
診
精
密
検
査
回
報
書
 

様
式
第
４
号
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
1
7
 

子
宮
が
ん
検
診
問
診
項
目
 

別
表
６
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
1
8
 

子
宮
が
ん
検
診
結
果
の
判
定
に
つ
い
て
 

別
表
７
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
1
9
 

子
宮
が
ん
検
診
に
お
け
る
細
胞
診
判
定
区
分
 

別
表
８
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
2
0
 

子
宮
が
ん
検
診
票
 

様
式
第
５
号
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
2
1
 
 

子
宮
検
診
結
果
連
絡
票
 

様
式
第
６
号
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
2
2
 

子
宮
が
ん
検
診
精
密
検
査
回
報
書
 

様
式
第
７
号
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
2
3
 

の
う

え
総

合
的

に
検

討
を

加
え

市
町

村
別

検
診

計
画

を
策

定
し

、
翌

年
の

１
月

末
日

ま
で

市
町

村
長

、
保

健
所

長
及
び
山

形
県

医
師
会

長
に

提
出
す

る
。
 

な
お

、
市

町
村

別
検

診
計

画
を

策
定

す
る

に
あ

た
っ

て
、

必
要

に
応

じ
保

健
所

の
指

導
調

整
を

得
る

も
の

と

す
る
。
 

（
３

）
保

健
所

長
は

、
市

町
村

間
の

不
均

衡
が

生
じ

な
い

よ
う

、
必

要
に

応
じ

、
関

係
機

関
と

連
携

を
密

に
し

て
指

導
調
整
を

図
る

。
 

三
 
報
告

に
つ

い
て
 

１
 
市

町
村

長
は

、
が

ん
検

診
に

つ
い

て
毎

年
７

月
2
0
日

ま
で

に
が

ん
検

診
実

施
成

績
表

（
別

記
様

式
第

1
3
号

。

以
下

、
「
成
績
表

」
と
い

う
。）

２
部
を

保
健

所
長
に

提
出

す
る
も

の
と

す
る
。
 

２
 
保

健
所

長
は
、
前

項
の

成
績

表
を

と
り

ま
と

め
の

う
え

毎
年

８
月

1
0
日

ま
で

山
形

県
健

康
福

祉
部

健
康

長
寿

推

進
課
長
（

以
下

「
県
健

康
長

寿
推
進

課
長

」
と
い

う
）

に
提
出

す
る

も
の
と

す
る

。
 

３
 

県
健

康
長

寿
推

進
課

長
は

、
医

療
保

険
者

に
対

し
、

特
定

健
康

診
査

実
施

成
績

表
に

つ
い

て
別

途
提

出
を

依
頼

す
る
。
 

様
 式

 等
 目

 次

特
定
健
康
診
査
判
定
基
準
 

 
別
紙
１
 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
8
ﾍ
ﾟ
ｰ
ｼ
 

心
電
図
判
定
基
準
 
（
別
紙
）
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
9
 

眼
底
検
査
判
定
基
準
 
 
（
別
紙
）
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
1
1
 

糖
尿
病
・
慢
性
腎
臓
病
健
診
結
果
連
絡
票
・
回
報
書
 
様
式
第
１
号
 
・
・
・
・
・
・
 
1
2
 

胃
が
ん
検
診
問
診
項
目
 
 
別
表
１
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
1
3
 

胃
が
ん
検
診
結
果
報
告
書
（
受
診
者
連
名
簿
）
 
様
式
第
２
号
 
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
1
4
 

胃
が
ん
検
診
結
果
連
絡
票
・
回
報
書
 
 
様
式
第
３
号
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
1
5
 

子
宮
が
ん
検
診
問
診
項
目
 

別
表
２
 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
1
6
 

子
宮
が
ん
検
診
結
果
の
判
定
に
つ
い
て
 

別
表
３
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
1
7
 

子
宮
が
ん
検
診
に
お
け
る
細
胞
診
判
定
区
分
 

別
表
４
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
1
8
 

子
宮
が
ん
検
診
票
 

様
式
第
４
号
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
1
9
 
 

子
宮
検
診
結
果
連
絡
票
・
回
報
書
 

様
式
第
５
号
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
2
0
 

10
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現
 

 
行

見
 
直

 
し

 
後

（
案

）

肺
が
ん
検
診
質
問
項
目
 

別
表
９
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
2
4
 

肺
癌
検
診
に
お
け
る
胸
部
Ｘ
線
検
査
の
判
定
基
準
と
指
導
区
分
 

別
表
１
０
 
・
・
 
 
2
5
 

集
団
検
診
に
お
け
る
喀
痰
細
胞
診
の
判
定
基
準
と
指
導
区
分
 

別
表
１
１
 
・
・
・
 
 
2
6
 

肺
が
ん
検
診
結
果
報
告
書
（
受
診
者
連
名
簿
）
 

様
式
第
８
号
 
・
・
・
・
・
・
・
 
 
2
7
 

肺
が
ん
検
診
結
果
連
絡
票
 

様
式
第
９
号
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
2
8
 

肺
が
ん
検
診
精
密
検
査
回
報
書
 

様
式
第
１
０
号
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
2
9
 

乳
が
ん
検
診
問
診
項
目
 

別
表
１
２
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
3
0
 

乳
が
ん
検
診
票
 

様
式
第
１
１
号
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
3
1
 

乳
が
ん
検
診
結
果
連
絡
票
 

様
式
第
１
２
号
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
3
3
 

乳
が
ん
検
診
精
密
検
査
回
報
書
 

様
式
第
１
３
号
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
3
4
 

大
腸
が
ん
検
診
問
診
項
目
 

別
表
１
３
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
3
5
 

大
腸
が
ん
検
診
結
果
報
告
書
（
受
診
者
連
名
簿
）
 

様
式
第
１
４
号
 
・
・
・
・
・
 
 
3
6
 

大
腸
が
ん
検
診
結
果
連
絡
票
 

様
式
第
１
５
号
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
3
7
 

大
腸

が
ん
精
密
検
査
回
報
書
 

様
式
第
１
６
号
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
3
8
 

年
間
検
診
実
施
計
画
 

様
式
第
１
７
号
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
3
9
 

が
ん
検
診
実
施
成
績
表
 

様
式
第
１
８
号
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
4
0
 

胃
が
ん
検
診
 

別
紙
１
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
4
1
 

子
宮
が
ん
検
診
 
別
紙
２
、
３
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
4
2
 

肺
が
ん
検
診
 
 
別
紙
４
、
５
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
4
4
 

乳
が
ん
検
診
 
 
別
紙
６
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
4
6
 

大
腸

が
ん

検
診

 
別

紙
７

 
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

 
 
4
7

肺
が
ん
検
診
質
問
項
目
 

別
表
５
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
2
1
 

肺
癌
検
診
に
お
け
る
胸
部
Ｘ
線
検
査
の
判
定
基
準
と
指
導
区
分
 

別
表
６
 
・
・
・
 
 
2
2
 

集
団
検
診
に
お
け
る
喀
痰
細
胞
診
の
判
定
基
準
と
指
導
区
分
 

別
表
７
 
・
・
・
・
 
 
2
3
 

肺
が
ん
検
診
結
果
報
告
書
（
受
診
者
連
名
簿
）
 

様
式
第
６
号
 
・
・
・
・
・
・
・
 
 
2
4
 

肺
が
ん
検
診
結
果
連
絡
票
・
回
報
書
 

様
式
第
７
号
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
2
5
 

乳
が
ん
検
診
問
診
項
目
 

別
表
８
 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
2
6
 

乳
が
ん
検
診
票
 

様
式
第
８
号
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
2
7
 

乳
が
ん
検
診
結
果
連
絡
票
・
回
報
書
 

様
式
第
９
号
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
2
9
 

大
腸
が
ん
検
診
問
診
項
目
 

別
表
９
 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
3
0
 

大
腸
が
ん
検
診
結
果
報
告
書
（
受
診
者
連
名
簿
）
 

様
式
第

1
0
号
 
 
・
・
・
・
・
 
 
3
1
 

大
腸
が
ん
検
診
結
果
連
絡
票
・
回
報
書
 

様
式
第

1
1
号
 

 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
3
2
 

年
間
検
診
実
施
計
画
 

 
様
式
第

1
2
号
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
3
3
 

が
ん
検
診
実
施
成
績
表
 

様
式
第

1
3
号
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
3
4
 

胃
が
ん
検
診
 

別
紙
１
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
3
5
 

子
宮
が
ん
検
診
 
別
紙
２
、
３
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
3
6
 

肺
が
ん
検
診
 
 
別
紙
４
、
５
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
3
8
 

乳
が
ん
検
診
 
 
別
紙
６
 
 
 
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
 
 
4
0
 

大
腸

が
ん

検
診

 
別

紙
７

 
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

 
 
4
1

11



8 

・BMI(ボディ・マス・インデックス)  体重(kg) ÷［身長（ｍ）］2 

・判定区分は上記３区分とするが、心電図及び眼底については、「要指導」を「要観察」及び「要指導」に、

「要受診」を「要精査」及び「要受診」等に細分化しても差し支えない。

基本的な健診の項目 

特定健康診査判定基準
  

 

判 定 区 分 異常を認めず
要 指 導

（保健指導判定値）

要 受 診
（受診勧奨判定値）

備 考

腹囲測定 （cm） 
男 85.0 未満 85.0 以上 
女 90.0 未満 90.0 以上 

肥 満 度 25 未満 25 以上 BMI による

血 圧   (mmHg) 
収縮期

拡張期

129 以下
かつ

84 以下

130～139
または
85～89

140 以上 
または
90 以上 

血
中
脂
質
検
査

中性脂肪 （mg/dl） 149 以下 150～299 300 以上 

HDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ （mg/dl） 40 以上 35～39 34 以下 
LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ （mg/dl） 119 以下 120～139 140 以上 
Non-HDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ （mg/dl） 150 未満 150～170 未満 170 以上 

肝
機
能
検
査

AST（GOT） （IU/l） 30 以下 31～50 51 以上 

ALT (GPT)  （IU/l） 30 以下 31～50 51 以上 

γ-GT（γ-GTP）（IU/l） 50 以下 51～100 101 以上 
血
糖
検
査

空腹時血糖     (mg/dl) 99 以下 100～125 126 以上 

ヘモグロビン A1c   (%) 5.5 以下 5.6～6.4 6.5 以上 
尿
検
査

尿 糖 （－） （±）以上

尿蛋白 （－）～（±） （＋） （＋＋）以上

・上表の「空腹時血糖並びにヘモグロビン A1c」の判定値は、メタボリックシンドロームの判定基準と
は異なるので要注意。 

詳細な健診の項目 

貧

血

検

査

赤血球

（104/μl） 
男 420 以上 400～419 399 以下 
女 380 以上 350～379 349 以下 

血色素

  （g/dl） 

男 13.1～17.9 12.1～13.0 12.0 以下 
（18.0 以上） 

女 12.1～15.9 11.1～12.0 11.0 以下 
(16.0 以上) 

ヘマトクリット

（％）

男 39.0以上 33.0～38.9 32.9 以下 
女 36.0以上 30.0～35.9 29.9 以下 

ｅＧＦＲ (ml/min/1.73 ㎡) 60 以上 60 未満～45 45 未満 
心 電 図 ０ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 判定基準は別紙

眼 底 
Scheie分類

H0  S0 H1  S0

H0  S1

H1  S1

H2  S0

H2  S1

H0  S2

H1  S2

H2  S2

H3  S01 
H3  S2

H02  S34 

眼科受診 

H4  S04 
H3  S34 

判定基準は別紙

H が 0～１で出血、白斑（浮腫）がある場合はⅡとするが、

Ｓが 3～４の場合はⅢとする。 
改変 Davis 分類 異常なし それ以外

別紙１

12
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別紙 

心電図判定基準 

所 見 程度区分 所 見 程度区分

ＱＲＳ軸偏位

 １ 右軸 (+120°～‐150°) 
 ２ 左軸 (‐30°～‐90°) 
 ３ 不定軸

４ 極端な偏位(‐91°～‐149°) 

刺激生成異常

１ 洞性頻脈 (100～119) 
(  ≧120) 

２ 洞性徐脈 ( 40～ 49) 
     (   ＜ 40) 

３ 洞停止・洞機能不全疑

４ 心房細動

５ 心房粗動

６ 上室性期外収縮

散発性(全記録波形の 1/10 以下)
頻発性、連発性

７ 心室性期外収縮

散発性(全記録波形の 1/10 以下)
頻発性

多源性、連発、ＲonT 
８ 人工ペースメーカー

刺激伝導異常

１ 洞房ブロック

２ 房室ブロックⅠ度( ≧0.22 秒) 
３ 房室ブロックⅡ度

４ 房室ブロックⅢ度

５ 不完全右脚ブロック

６ ブルガダ型心電図

V 1，2 で J 波高≧0.2mV で 
ST－T の形態が coved 型 
あるいは saddle back 型 

７ 完全右脚ブロック

８ 左脚ブロック

９ 心室内ブロック

10 左脚前枝ブロック 
11 早期興奮症候群(WPW) 
12 早期興奮症候群(LGL) 

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

波形の異常

１ P 波 
右房負荷

(PⅡ、Ⅲ、aVF≧0.25mV 且つ Pv1 尖鋭増高化) 
左房負荷

(PⅠ、Ⅱ、２峰性且つ Pv1 後半の陰性部分大) 
２ Q、QS 型 

(≧0.04 秒、≧0.03 秒で深さが R 波高の 1/3 以上) 
３ R 波減高 
４ 右室肥大

RV1≧0.7ｍV＋R/S V1≧1.0＋右軸偏位 
５ 左室肥大

RV5(6)＋SV1≧4.0mV 且つ RV5(6)≧2.6ｍV 
RV5(6)＋SV1≧5.0mV 且つ RV5(6)≧2.6ｍV 

６ 低電位(QRSⅠ、Ⅱ、Ⅲ＜0.5mV) 
(QRSV1~6＜1.0ｍV) 

７ ＳＴ低下

軽度(0.05～0.1ｍV) 
(Ⅰ、Ⅱ、aVL、aVF、V1~6 にある場合) 

高度(0.1mV 以上) 
 ８ Ｔ波

軽度(平低と 0.5mV 未満の陰性Ｔ) 
(Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ3~6、0.5mV 以上のＲを持つ aVL) 

高度(0.5mV 以上の陰性 T) 
(Ⅰ、Ⅱ、aVL、aVF、V3~6 にある場合) 

９ ＱＴ延長 (ＱＴｃ≧0.48 秒) 
10 陰性Ｕ波 

その他の異常

Ⅲ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

判 

定

０ 異常なし

Ⅰ 要観察 軽度の所見のみで問題の無いもの。年１～２回心電図検査を。

Ⅱ 要指導 数ヶ月以内に再検査を。

Ⅲ 要精査

Ⅳ 要医療

13
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手引き

１．完全、不完全右脚ブロックはＶ１でＲ＜Ｒ’であること。

２．心室内ブロックとは右脚ブロックでも左脚ブロックでもないが、ＱＲＳ幅が 0.120 秒以上のもの。 
３．左脚前枝ブロックのＱＲＳ電気軸は－６０°以上であること。

４．左房負荷の後半の陰性部分大とは Morris 指数≧0.04mm 秒 
（Ｖ１におけるＰの陰性部分；深さ amm×幅 b 秒） 

５．Ｑ、ＱＳ型は（イ）ＷＰＷ症候群・完全左脚ブロックがあれば取り上げない。

（ロ）aＶＬでの異常Ｑ波は≧0.04 秒以上で、Ｒ波が 3ｍｍ以上のこと。 
（ハ）ＱＳ型がＶ１のみに認められた場合は異常としない。

（ニ）aVＦの異常 Q 波は≧0.05 秒以上のこと。 
（ホ）Ⅲの異常 Q 波は≧0.05 秒以上かつ aVＦの Q 波が 0.1mV 以上のこと。 

６．ＳＴ低下についての 0.1mV 以内の junctional ＳＴ低下は問題としない。 
７．Ｔ平低とはＲ波の１／２０以下。

８．「その他の異常」について

（イ）左脚後枝ブロックが認められた場合には「その他の異常」に記載しⅢ。

（ロ）左脚前枝ブロックに完全右脚ブロックを伴う場合はⅢとする。

（ハ）左脚前枝ブロックに完全右脚ブロック及び第Ⅰ度房室ブロックを伴う場合はⅣとする。

（ニ）他に判定基準に載っていないが、記載すべき異常所見が認められた場合には、「その他の異常」の項

に程度区分を付記して記入する。

（房室解離、補充収縮、移動ペースメーカー、右胸心、心筋梗塞疑、ＳＴ上昇など）

９．ブルガダ型心電図では coved 型が高リスクとされる。 

coved 型   saddle  back 型 

14
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眼底検査判定基準
Scheie 分類 

区分

程度
H 所見（高血圧性変化） 区分

程度
S 所見（細動脈硬化性変化） 

０ 度 正常 ０ 度 正常

１ 度 細動脈狭細(＋)、細動脈口径不同(＋)
（このうち 1 つ以上あること） 

１ 度 交叉現象(＋)、細動脈反射(＋) 
（このうち 1 つ以上あること） 

２ 度 細動脈狭細(＋＋)、 
細動脈口径不同(＋＋) 

２ 度 交叉現象(＋＋)、または銅線状 

３ 度 ２度の変化に加えて、出血点、出血

斑、綿花状白斑または網膜浮腫のみ

られるもの。

ただし、網膜中心静脈閉塞症を除く。

３ 度 交叉現象(＋＋)及び銅線状または銀線状

または白線状、交叉現象(＋＋＋)または

銀線状又は白線状

４ 度 上記３度の所見に加えて乳頭浮腫の

あるもの。

４ 度 交叉現象(＋＋＋)及び銀線状か白線状 

その他 H 所見が０また１度で、出血、硬性

白斑、軟性白斑、浮腫のいずれかが

あるもの。

判 定

不 能判 定

不 能

区 分 ０ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

所 見

H０ S０ H１ S０ 
H０ S１ 
H１ S１ 

H２ S０ 
H２ S１ 
H０ S２ 
H１ S２ 
H２ S２ 

H３   S０～１ 
H３   S２ 
H０～２ S３～４

眼科受診

H４ S０～４ 
H３ S３～４ 

注）１．網膜中心静脈血栓（閉塞症）は、眼科的治療上からⅢ～Ⅳ．

２．「その他」該当者は、Ⅱとするが、S３～４の場合はⅢとする。 

改変 Davis 分類 

網膜症病期 病態 眼底所見

網膜症なし なし

単純網膜症 血管透過性亢進

毛細血管瘤

網膜点状・斑状・線上出血

硬性白斑、網膜浮腫

増殖前網膜症 血管閉塞

軟性白斑

静脈以上

網膜内細小血管異常

増殖網膜症 血管新生

網膜・乳頭上新生血管

網膜前・硝子体出血

線維血管性増殖膜

牽引性網膜剥離

15
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様
式
第

1
号
 

健
康
診
査
受
診
勧
奨
値
該
当
者
[
糖
尿
病
・
慢

性
腎
臓
病
]
健
診
結
果
連
絡
票
 

健
診
年
月
日

年
 

月
 

日
連
絡
票

整
理

番
号

氏
 
 
名

健
 
診
 
結
 
果
 

血
 糖

 値
空
腹
時
 

随
時

m
g/

dl
 

Ｈ
ｂ
Ａ
１
ｃ

％

尿
 
 
糖

－
 ・

 ±
 
・
 
＋

 ・
 ＋

＋
 ・

 ＋
＋
＋

 以
上

尿
 
蛋
 
白

－
 ・

 ±
 
・
 
＋

 ・
 ＋

＋
 ・

 ＋
＋
＋

 以
上

尿
潜
血
（
参
考
値
）
 

－
 ・

 ±
 
・
 
＋

 ・
 ＋

＋
 ・

 ＋
＋
＋

 以
上

 

血
清
ク
レ
ア
チ
ニ
ン

m
g/

 d
l 

ｅ
Ｇ
Ｆ
Ｒ

m
l /

 分
 /

 1
.7

3 
㎡

 
症
 
状
 
経
 
過
 

肥
 満

 度
Ｂ
Ｍ
Ｉ
指
数

家
 族

 歴
有
 
 
・
 
 
無

備
 
 
考

健
康
診
査
受
診
勧
奨
値
該
当
者
[
糖
尿
病
・
慢
性
腎
臓
病
]
精
密
検
査
回
報
書
 

実
施
者

(保
険
者
等

)名
 

一 次 健 診

実
施
機
関
名

実
施
年
月
日

年
 

月
 

日

連
絡
票
整
理
番
号

【
診
察
結
果
】
 

実
施

機
関

 

担
当
医
師
名
 

実
施
年
月
日
 

年
 

月
 

日

診
 
 
断
 
 
名
 

１
．
異
常
な
し

４
．
胃
切
後
高
血
糖
 

２
．
腎
性
糖
尿

５
．
慢
性
腎
臓
病
 
 

３
．
糖
尿
病

６
．
そ
の
他
 
 
（

）

患
者
へ
の
指
示
及
び
実
施
者
(
保
険
者
等
)
へ
の
連
絡
事
項
 

１
．
異
常
な
し
 

２
．
要
治
療
（
薬
物
療
法
）

３
．
要
治
療
（
食
事
、
運
動
療
法
）

４
．
更
に
精
密
検
査
が
必
要

５
．
経
過
観
察
（
 
 
 
 
 
か
月
後
）

６
．
そ
の
他
（

）

精
密
検
査
や
治
療
等
で
別
の
医
療
機
関
を
紹
介
し
た
場
合
に
記
入
 

紹
介
医
療
機
関
名
 
【

】
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